
１～２　収入金額・所得金額について

〇給与所得の計算

〇公的年金等に係る雑所得の計算

昭和33年1月2日以後に生まれた方（65歳未満の方）

昭和33年1月1日以前に生まれた方（65歳以上の方）

　1,000万円超 収入金額－1,955,000円 収入金額－1,855,000円 収入金額－1,755,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超 2,000万円以下 2,000万円超

収入金額×0.85－685,000円 収入金額×0.85－585,000円 収入金額×0.85－485,000円

　770万円超　1,000万円以下 収入金額×0.95－1,455,000円 収入金額×0.95－1,355,000円 収入金額×0.95－1,255,000円

公
的
年
金
等
の

収
入
金
額

　330万円以下 収入金額－1,100,000円 収入金額－1,000,000円 収入金額－900,000円

　330万円超　410万円以下 収入金額×0.75－275,000円 収入金額×0.75－175,000円 収入金額×0.75－75,000円

　410万円超　770万円以下

　1,000万円超

収入金額－400,000円

収入金額×0.75－75,000円

収入金額×0.85－485,000円

収入金額×0.95－1,255,000円

収入金額－1,755,000円

公
的
年
金
等
の

収
入
金
額

　130万円以下

　130万円超　410万円以下

　410万円超　770万円以下

　770万円超　1,000万円以下

収入金額－1,955,000円 収入金額－1,855,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

収入金額－600,000円

収入金額×0.75－275,000円

収入金額×0.85－685,000円

収入金額×0.95－1,455,000円

収入金額－500,000円

収入金額×0.75－175,000円

収入金額×0.85－585,000円

収入金額×0.95－1,355,000円

1,000万円以下 2,000万円超1,000万円超 2,000万円以下

所得金額調整控除

　次の①と②のいずれか、又は両方に該当する場合は、それぞれの算式により計算した金額を給与所得金額から
控除します。

　①給与等の収入金額が850万円を超える方で、本人が特別障害者に該当する又は特別障害者である同一生計
配偶者、扶養親族を有する若しくは23歳未満の扶養親族を有する場合
　【控除額】（給与等の収入金額（1,000万円を超える場合は、1,000万円）－850万円）×0.1　 ※限度額15万円

　②給与所得と公的年金等に係る雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得
の金額の合計が10万円を超える場合
　【控除額】（給与所得金額（10万円を超える場合は10万円）＋公的年金等に係る雑所得金額（10万円を超える場
合は10万円））－10万円　 ※最大10万円

1,622,000円 1,623,999円 1,072,000円 8,500,000円以上 収入金額－1,950,000円

1,624,000円 1,627,999円 1,074,000円

1,620,000円 1,621,999円 1,070,000円 6,600,000円 8,499,999円 収入金額×0.9－1,100,000円

1,619,000円 1,619,999円 1,069,000円 3,600,000円 6,599,999円 収入金額÷4（千円未満切捨て）×3.2－440,000円

551,000円 1,618,999円 収入金額－550,000円 1,800,000円 3,599,999円 収入金額÷4（千円未満切捨て）×2.8－80,000円

0円 550,999円 0円 1,628,000円 1,799,999円 収入金額÷4（千円未満切捨て）×2.4＋100,000円

給与等の収入金額の合計額 給与所得の
金額

給与等の収入金額の合計額
給与所得の金額

から まで から まで

総 合 譲 渡 機械やゴルフ会員権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡による所得 収入金額－必要経費（取得費）

一 時 生命保険の満期保険金、賞金、懸賞当選金、競馬の払戻金などの一時的な所得 収入金額－必要経費－特別控除

雑

公 的 年 金 等 国民年金、厚生年金、共済年金、恩給などの収入（障害年金、遺族年金は除く） ※下表（公的年金等に係る雑所得の計算）参照

業 務 原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引など副業に係る収入 収入金額－必要経費

そ の 他 個人年金、互助年金など他のいずれの所得にも該当しないもの 収入金額－必要経費

配 当 株式や出資金の配当など 収入金額－必要経費（負債の利子）

給

与

一 般 給 与 給料、賃金、賞与などの収入
※下表（給与所得の計算）参照

専 従 者 給 与 生計を一にする事業主からの給与、賃金などの収入

収入金額－必要経費

不 動 産 貸家、貸アパート、貸駐車場、貸地などによる収入 収入金額－必要経費

利 子 公社債、預貯金などの利子（利子割の対象となるものを除く） 収入金額

令和５年度　町民税・県民税申告書の手引き（収入金額・所得金額）

種　　　類 内　　　　　　　　　　容 所 得 の 計 算

事

業

営 業 等
製造業、卸売業、小売表、飲食業、サービス業、生命保険外交員、医師その他の事業か
ら生じる収入

収入金額－必要経費

農 業 米、野菜、花、果樹などの生産や栽培などから生じる収入
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